国籍法改正に関する意見書
先般、国会において、国籍法改正案が成立した。この法律改正は、婚姻関係のない日本人の父と外国人の母から生まれた子に対する日本国籍取得を認めていない同法第３条第１項を「不合理な差別」として違憲とした最高裁の判決を受けたものであり、改正内容は婚姻要件を削除し、父による認知を国籍取得の要件とするものである。日本人の父を持つ子が日本国籍を取得することは重要な権利であり、違憲状態を解消するための法改正が肝要であると考える。
しかしながら、子が認知により日本国籍を取得することが可能となれば、外国人の母も在留特別許可を得やすくなることなどから、偽装認知が横行するという懸念の声もある。今回の法改正に当たっては、国会において、認知が真正なものであることを確認するための万全の調査や、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否についての検討を行うなど、附帯決議がなされたところである。

よって、国におかれては、法施行に際し、国籍法改正の趣旨及び衆参両院において付された附帯決議を踏まえた措置を図られるよう強く要望する。

ここに、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

